
  

会 議 名 入曽地区学校統廃合計画推進委員会（第１回） 
傍聴者数 

３人 
開催日時 平成２２年７月２２日（木）午後７時００分～午後８時４０分 

開催場所 入曽公民館３階第二学習室 

議   題 
（１）統廃合計画の進捗状況について 

（２）入間小学校の廃校記念碑について 

会 議 の 

内容要旨 

【報告事項】 

 委員会の設置要綱は、学校統廃合の日をもって、その効力を失う。 

 委員は無報酬とする。 

【決定事項】 

 設置要綱第５条の規定に基づき、会長に杉本健一氏、副会長に石原正夫氏が決定し

た。 

 

（１）統廃合計画の進捗状況について 

《統廃合に伴う入間野小・南小通学区域通学路改善要望に対する対応》（入曽地区の小

学校の統廃合に関する計画／資料 2） 

 老朽化したビニールハウスが撤去されるなど整備がなされた（№20）。 

 警察の対応により、南小入口交差点の歩行者用灯器の青色点灯時間が 20 秒から 30

秒に延長された（№101）。 

 市が行う通学路の安全対策として予定しているグリーンベルトや路面標示などは、

今年度中に整備する。 

《入間野小学校の施設改修》 

 夏休み期間中に実施する主な工事 

⇒ 照明器具の改修、インターホンの設置、廊下及び階段の壁面塗装、廊下の掲

示板張替、教室内の消音ボックスの撤去及び床塗装 

《南小学校の施設改修》 

 統合に伴う児童数の増加に対応するため、下駄箱を増設する。 

【入間小からの報告事項】 

 11 月に開催される入間野小と南小の祭りに入間小の児童が招かれているため、その

日までに統合後を想定した通学班を編成し、新しく決めた通学路で朝の時間帯に両

校まで歩くという計画を立てている。 

 

（２）入間小学校の廃校記念碑について 

【確認事項】 

 廃校記念碑を欅の木の周辺に設置することは可能。入曽駅東口土地区画整理事業の



  

施工中は、暫定的な設置となる。 

【検討課題】 

 廃校記念碑の具体的なデザインなどをどうするか。 

 開校百年記念碑の土台（大きな岩）の取扱いをどうするか。 

【合意事項】 

 公共用地としての整備が計画されている欅の木が立つスペースに、開校百年記念碑

を移設するとともに、新たに廃校記念碑を設置する（欅の木は残す予定）。 

 開校百年記念碑の取り扱いの詳細については、入間小学校の関係者間で事前に協議

し、その結果を案として次回会議で提示してもらうこととなった。 

提   出 

資 料 名 

・狭山市入曽地区学校統廃合計画推進委員会設置要綱 

・入曽地区学校統廃合計画推進委員名簿 

・入曽地区の小学校の統廃合に関する計画 

・入間野小学校の環境整備一覧 

・南小学校の環境整備一覧 

・記念碑資料（写真） 

担  当 狭山市教育委員会 教育総務課 学校統廃合担当（内線５６３９） 

 


